
 

令和３年 １月 ２０日 

（ 書 面 開 催 ） 

 

第 1 回上野地区まちづくりビジョン推進会議 

進行補足説明 

 

昨年度まで3箇年に渡りご検討いただきました「上野地区まちづくりビジョン」につきまして

は、令和2年3月に策定の上、区のホームページでも公開を開始しています。（参考資料１

「ビジョン（本編）」、参考資料２「ビジョン（資料編）」参照） 

そこで、本ビジョンに掲げたまちづくりの将来像を実現し、上野地区のまちづくりを着実に

推進するため、本組織「上野地区まちづくりビジョン推進会議」を立上げ、ビジョン策定委員

会に参画いただいた皆様を中心に、再度ご参集いただきました。（ビジョン本編P24参照） 

本会議の設置要綱と委員名簿につきましては、添付の資料をご参照ください。 

また、本会議の事務局は、「台東区都市づくり部地域整備第一課」が務めさせていただきま

す。引き続き、上野地区のまちづくりに皆様と協働で取り組んで参りますので、よろしくお願

い申し上げます。 

 

 

１ 座長・副座長選出 

 

上野地区まちづくりビジョン推進会議設置要綱第４条２項において、座長及び副座長につ

いては、学識経験者の委員のうちから委員の互選により定めることとさせていただいており

ます。 

事前に学識経験者に説明し協議の結果、ビジョン策定委員会から引き続き、座長には岸井

委員に、副座長には高見委員にお願いしたいと考えておりますのでご了承願います。 

 

 

２ 議 事 

 

議事に先立ちまして、本会議は、設置要綱第８条に基づき、会議及び会議録等を公開とし

ております。なお、本会議の資料及びご意見等は、内容を確認し、発言者の氏名を伏せた上

で、区のホームページにて後日公開させていただくことをご了承願います。 

なお、今回会議の議事に関するご意見等につきましては、添付の「意見確認書」に記載の上、

令和３年２月１日までに事務局宛にご郵送またはメールでの返信をお願いします。 



 

 

（１） 上野地区まちづくりの推進体制について 

 

資料１「上野地区まちづくりの推進体制について」に記載のとおり、上野地区まちづくりの推

進体制は、推進会議（親会）と、基盤整備推進部会およびまちづくり推進部会の両専門部会に

て構成されています。各組織の目的とメンバーをご確認ください。 

また、まちづくりの全体スケジュールと当面の検討項目は、資料１の 2ページに記載してお

ります。（ビジョン本編P23より抜粋） 

 

 

（２） 専門部会の設置について 

 

設置要綱第７条に基づき、基盤整備推進部会およびまちづくり推進部会の両専門部会を設

置いたします。 

部会を構成するのは、要綱の別表２および別表３に掲げる皆様となります。そのうち、部会

長については、要綱第７条３項に基づき、学識経験者の委員のうちから座長の指名により定

めることとしております。 

岸井座長より、基盤整備推進部会長には高見副座長を、まちづくり推進部会長には加藤委

員を指名いただいておりますのでご了承願います。 

 

資料２「基盤整備推進部会における検討について」と資料３「まちづくり推進部会における

検討について」に記載のとおり、両専門部会における当面の検討項目を設定しています。専

門部会における検討結果については、今後の検討状況に応じて、適宜、推進会議（親会）にご

報告いただきます。 

 

両部会の開催時期については、詳細が決まり次第追ってご連絡いたします。 

 

 

（３） 今後の進め方について 

 

 資料４「今後の進め方について」に記載のとおり、今後、基盤整備推進部会およびまちづくり

推進部会を開催し、当面の検討に着手します。 

 なお、基盤整備推進部会の運営に伴い、「基盤整備個別検討PT」等を速やかに立上げ、事

業化に向けた調査・検討や手続き等を継続的に実施していきます。 

 また、まちづくり推進部会の運営に伴い、「ワークショップ」等も活用したエリアマネジメント

の推進に向けた検討を進めていきます。 


